
「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準の変更の骨子案」からの変更箇所一覧 

意見募集案 変更後 変更理由 

別表３ 重点地区関係 

１．景観形成地区 

（32）複合住宅地区(藤白台５丁目(１)) 

イ.区  域・・・下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ．基準 

（ア）A 地区 

b.工作物 

2.広告塔（サインポール）等 

(１)高さが 4m を超える広告塔等は、千里けやき通り

（府道箕面摂津線）及び千里緑地の景観に配慮し設置

しない。 

 

別表３ 重点地区関係 

１．景観形成地区 

（32）複合住宅地区(藤白台５丁目(１)) 

イ.区  域・・・下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ．基準 

（ア）A 地区 

b.工作物 

2.広告塔（サインポール）等 

(１)高さが 4m を超える広告塔等は、千里けやき通り

（府道箕面摂津線）及び千里緑地の景観に配慮し設置

しない。 

 

 

 

 

 

図の「地区の区分」の表現を修

正し、凡例を追記しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不要な番号を削除しました。 

 

 

 



「吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準の変更の骨子案」からの変更箇所一覧 

（イ）B 地区 

b.工作物 

2.広告塔（サインポール）等 

(１)高さが 4m を超える広告塔等は、千里けやき通り

（府道箕面摂津線）及び千里緑地の景観に配慮し設置

しない。 

 

（イ）B 地区 

b.工作物 

2.広告塔（サインポール）等 

(１)高さが 4m を超える広告塔等は、千里けやき通り

（府道箕面摂津線）及び千里緑地の景観に配慮し設置

しない。 

 

 

 

不要な番号を削除しました。 

 


